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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

　所定の無線通信規格による無線通信機能を有する第１の無線端末と、この第１の無線端
末との間で無線通信する第２の無線端末とを備え、前記第１および第２の無線端末が前記
所定の無線通信規格において各無線端末に固有に設定された絶対識別情報に基づいて無線
通信する通信システムにおいて、

　前記第１の無線端末は、

　当該無線端末の製造者もしくは使用者により局所ネットワーク内で任意に設定される局
所識別情報，および自局を識別するために前記所定の無線通信規格において固有に設定さ
れた絶対識別情報を対応付けて記憶する記憶手段を備え、

　前記第２の無線端末は、通信対象端末を探査するための探査信号を送信可能に構成され
ると共に、

　前記第１の無線端末は、前記第２の無線端末から前記探査信号を受信すると自局に付与
され前記記憶手段に記憶された局所識別情報および絶対識別情報を含む応答信号を当該第
２の無線端末に送信するように構成され、
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　前記第２の無線端末は、前記第１の無線端末により送信された応答信号を前記無線通信
機能により受信すると、受信した応答信号に含まれる局所識別情報が妥当性を有するか否
かを判定し、当該妥当性を有していることが判定されたことを条件として、当該局所識別
情報に対応した絶対識別情報に基づいて当該絶対識別情報が送信された第１の無線端末に
通信確立要求することを特徴とする通信システム。 
【請求項２】
　前記第２の無線端末は、前記無線通信機能により受信した局所識別情報の文字数が所定
数であることを条件として前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求項１
記載の通信システム。
【請求項３】
　前記第２の無線端末は、前記無線通信機能により受信した局所識別情報を構成する文字
のうち特定位置の文字種が特定の文字種であることを条件として前記妥当性を有している
と判定することを特徴とする請求項１または２記載の通信システム。
【請求項４】
　前記第２の無線端末は、前記無線通信機能により受信した局所識別情報がある製造者管
理用の情報であることを条件として妥当性を有していると判定することを特徴とする請求
項１ないし３の何れかに記載の通信システム。
【請求項５】
　所定の無線通信規格による無線通信機能を有する第１の無線端末と、この第１の無線端
末との間で無線通信する第２の無線端末とを備え、前記第１および第２の無線端末が前記
所定の無線通信規格において各無線端末に固有に設定された絶対識別情報に基づいて無線
通信する通信システムにおいて、
　前記第２の無線端末は、
　前記無線端末の製造者もしくは使用者により局所ネットワーク内で任意に設定される局
所識別情報，および自局を識別するために無線通信規格において固有に設定された絶対識
別情報を対応付けて記憶する記憶手段を備え、
　前記第１の無線端末は、
　前記無線端末の製造者もしくは使用者により局所ネットワーク内で任意に設定される局
所識別情報，および自局を識別するために前記無線通信規格において固有に設定された絶
対識別情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記第２の無線端末は、通信対象端末を探査するための探査信号を送信可能に構成され
ると共に、
　前記第１の無線端末は、前記第２の無線端末から前記探査信号を受信すると自局に付与
され前記記憶手段に記憶された局所識別情報および絶対識別情報を含む応答信号を当該第
２の無線端末に送信するように構成され、
　前記第２の無線端末は、前記第１の無線端末により送信された応答信号を前記無線通信
機能により受信すると、当該第２の無線端末の記憶手段に記憶された自局の局所識別情報
と受信した応答信号に含まれる局所識別情報とを照合して比較することにより妥当性を有
するか否かを判定し、当該妥当性を有していることが判定されたことを条件として、当該
局所識別情報に対応した絶対識別情報に基づいて当該絶対識別情報が送信された第１の無
線端末に通信確立要求することを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　前記第２の無線端末は、前記記憶手段に記憶された自局の局所識別情報と前記無線通信
機能により受信した局所識別情報とを照合しその一方の少なくとも一部の情報が他方の局
所識別情報に含まれていることを条件として前記妥当性を有していると判定することを特
徴とする請求項５記載の通信システム。
【請求項７】
　前記第２の無線端末は、前記記憶手段に記憶された自局の局所識別情報と前記無線通信
機能により受信した局所識別情報とを照合しその局所識別情報の文字数が一致しているこ
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とを条件として前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求項５または６記
載の通信システム。
【請求項８】
　前記第２の無線端末は、前記記憶手段に記憶された自局の局所識別情報と前記無線通信
機能により受信した局所識別情報とを照合しその局所識別情報の少なくとも一部の情報の
文字種と文字数とが一致していることを条件として前記妥当性を有していると判定するこ
とを特徴とする請求項５ないし７の何れかに記載の通信システム。
【請求項９】
　前記第２の無線端末は、前記記憶手段に記憶された自局の局所識別情報と前記無線通信
機能により受信した局所識別情報とを照合しその局所識別情報が共通位置において同一の
文字であることを条件として前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求項
５ないし８の何れかに記載の通信システム。
【請求項１０】
　前記第２の無線端末は、前記記憶手段に記憶された自局の局所識別情報と前記無線通信
機能により受信した局所識別情報とを照合しその全ての情報が同一であることを条件とし
て前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求項５ないし９の何れかに記載
の通信システム。
【請求項１１】
　前記第２の無線端末は、前記記憶手段に記憶された自局の局所識別情報と前記無線通信
機能により受信した局所識別情報との少なくとも一部の情報がある特定の製造者管理用の
情報で且つ同一であることを条件として妥当性を有すると判定することを特徴とする請求
項５ないし１０の何れかに記載の通信システム。
【請求項１２】
　報知された情報を読取る情報読取機能，および所定の無線通信規格による無線通信機能
を有する第１の無線端末と、この第１の無線端末との間で所定の無線通信規格で各無線端
末に固有に設定された絶対識別情報に基づいて無線通信する第２の無線端末とを備えた通
信システムにおいて、
　前記第２の無線端末は、
　前記無線端末の製造者もしくは使用者により局所ネットワーク内で任意に設定される局
所識別情報，および自局を識別するために無線通信規格において固有に設定された絶対識
別情報を対応付けて記憶する記憶手段と、
　この記憶手段に記憶される前記局所識別情報を報知する報知手段とを備え、
　前記第１の無線端末は、前記第２の無線端末の報知手段から報知された局所識別情報が
第１の無線端末の前記情報読取機能により読取られた後、通信対象端末を探査するための
探査信号を送信可能に構成されると共に、
　前記第２の無線端末は、前記第１の無線端末から前記探査信号を受信すると自局に付与
され前記記憶手段に記憶された局所識別情報および絶対識別情報を含む応答信号を当該第
１の無線端末に送信するように構成され、
　前記第１の無線端末は、前記第２の無線端末により送信された応答信号を前記無線通信
機能により受信すると、前記情報読取機能により読取られた局所識別情報と受信した応答
信号に含まれる局所識別情報とを照合して比較することにより妥当性を有するか否かを判
定し、当該妥当性を有していることが判定されたことを条件として、当該局所識別情報に
対応した絶対識別情報に基づいて当該絶対識別情報が送信された第２の無線端末に通信確
立要求することを特徴とする通信システム。
【請求項１３】
　前記第１の無線端末は、前記情報読取機能により読取られた局所識別情報と前記無線通
信機能により受信した局所識別情報とを照合しその一方の少なくとも一部の情報が他方の
局所識別情報に含まれていることを条件として前記妥当性を有していると判定することを
特徴とする請求項１２記載の通信システム。
【請求項１４】
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　前記第１の無線端末は、前記情報読取機能により読取られた局所識別情報と前記無線通
信機能により受信した局所識別情報とを照合しその局所識別情報の文字数が一致している
ことを条件として前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求項１２または
１３記載の通信システム。
【請求項１５】
　前記第１の無線端末は、前記記憶手段に記憶された自局の局所識別情報もしくは前記情
報読取機能により読取られた局所識別情報と、前記無線通信機能により受信した局所識別
情報とを照合しその局所識別情報の少なくとも一部の文字種と文字数とが一致しているこ
とを条件として前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求項１２ないし１
４の何れかに記載の通信システム。
【請求項１６】
　前記第１の無線端末は、前記情報読取機能により読取られた局所識別情報と前記無線通
信機能により受信した局所識別情報とを照合しその局所識別情報が共通位置において同一
の文字であることを条件として前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求
項１２ないし１５の何れかに記載の通信システム。
【請求項１７】
　前記第１の無線端末は、前記情報読取機能により読取られた局所識別情報と、無線通信
機能により受信した局所識別情報とを照合しその全ての情報が同一であることを条件とし
て前記妥当性を有していると判定することを特徴とする請求項１２ないし１６の何れかに
記載の通信システム。
【請求項１８】
　前記第１の無線端末は、前記情報読取機能により読取られた局所識別情報と前記無線通
信機能により受信した局所識別情報との少なくとも一部の情報がある特定の製造者管理用
の情報で且つ同一であることを条件として妥当性を有していると判定することを特徴とす
る請求項１２ないし１７の何れかに記載の通信システム。
【請求項１９】
　前記製造者管理用の情報は、製造型式情報または製造番号情報であることを特徴とする
請求項４，１１，１８の何れかに記載の通信システム。
【請求項２０】
　前記第２の無線端末の報知手段が報知する局所識別情報は、当該第２の無線端末の製造
時に製造者により付与される製造銘板に明示されていることを特徴とする請求項１２ない
し１８の何れかに記載の通信システム。
【請求項２１】
　前記第２の無線端末の報知手段は、バーコードや２次元コード等の情報コードを表示す
るものであり、
　前記第１の無線端末は、前記情報読取機能により前記情報コードを光学的に読取るよう
に構成されていることを特徴とする請求項１２ないし１９の何れかに記載の通信システム
。
【請求項２２】
　前記第２の無線端末の報知手段は、内部に情報を記憶可能なＲＦＩＤタグにより構成さ
れており、
　前記第１の無線端末は、前記ＲＦＩＤタグに記憶された情報を無線通信による前記情報
読取機能により読取るように構成されていることを特徴とする請求項１２ないし１９の何
れかに記載の通信システム。
【請求項２３】
　前記第１および第２の無線端末は、非常用モードやテストモード等の予備モードに設定
するための当該第１および第２の無線端末に共通設定された予備局所識別情報を記憶する
予備局所識別情報記憶手段を備え、
　前記第１もしくは第２の無線端末は、前記予備モードに設定された場合には前記予備局
所識別情報記憶手段に記憶された予備局所識別情報を前記局所識別情報に代えて用いるこ
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とを特徴とする請求項１ないし２２の何れかに記載の通信システム。
【請求項２４】
　前記第１もしくは第２の無線端末は、制御回路と、操作スイッチを有する操作部とを備
え、
　前記制御回路は、前記操作部が所定操作されたことを条件として前記予備モードに設定
することを特徴とする請求項２３記載の通信システム。
【請求項２５】
　前記第１もしくは第２の無線端末には、前記探査信号を送信することなく探査信号を外
部から受信する受信専用モードが設けられていることを特徴とする請求項１ないし２４の
何れかに記載の通信システム。
【請求項２６】
　前記第１もしくは第２の無線端末は、制御回路と、操作スイッチを有する操作部とを備
え、
　前記制御回路は、前記操作部が所定操作されたことを条件として前記受信専用モードに
設定することを特徴とする請求項２５記載の通信システム。
【請求項２７】
　第１の無線端末がＮ（Ｎは１より大きい整数）に対して第２の無線端末が１の比率で構
成されるネットワークを有してなる局所ネットワークを備えた通信システムであって、
　前記第２の無線端末は、当該第２の無線端末に対する無線通信を有効化するように登録
された第１の無線端末に対して優先順位を設定する優先順位設定機能を備え、
　前記第２の無線端末は、前記登録された第１の無線端末から複数の応答信号を受信した
ときに、最も優先順位の高い第１の無線端末に対して通信確立要求することを特徴とする
請求項１ないし１１の何れかに記載の通信システム。
【請求項２８】
　前記第２の無線端末は、前記最も優先順位の高い第１の無線端末に対して通信確立要求
することにより通信が行われた後、この前記優先順位の高い第１の無線端末に対してさら
に優先順位の高い第１の無線端末から応答信号を受信した場合には、前回最も優先順位の
高い第１の無線端末との通信を遮断し、当該さらに優先順位の高い第１の無線端末に対し
て通信確立要求することを特徴とする請求項２７記載の通信システム。
【請求項２９】
　前記第２の無線端末は、前記第１の無線端末から送信されるデータをホストコンピュー
タに有線通信により中継送信する機能を備えたものであって、
　前記第２の無線端末は、第１の無線端末との間の文字コードによる無線通信、およびホ
ストコンピュータとの間の文字コードによる有線通信のコード変換を行う変換機能を備え
ていることを特徴とする請求項１ないし２８の何れかに記載の通信システム。
【請求項３０】
　前記変換機能は、前記無線通信および有線通信のコード変換するための符号変換テーブ
ルに基づいてコード変換する機能であることを特徴とする請求項２９記載の通信システム
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の無線通信規格による無線通信機能を有する第１の無線端末と、この第
１の無線端末との間で所定の無線通信規格において各無線端末に固有に設定された絶対識
別情報に基づいて無線通信する機能を有する第２の無線端末とを備えた通信システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の通信システムでは、無関係な無線端末との通信を回避したりネットワーク通信
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速度の向上のため、個々の無線端末は通信対象端末を特定してから通信を開始するのが一
般的である。ある無線端末が初めて通信する通信対象端末を特定する場合には、通信対象
を特定するための無線端末の絶対識別情報を、ある通信要求側の無線端末側で設定する必
要がある。
【０００３】
　各機器固有に付与される絶対識別情報は、無線通信に関する規格においてフォーマット
が規定されている。この絶対識別情報は同一の無線通信規格を採用している全ての採用地
域中で固有に設定される識別情報であるため一般的に非常に長く、ユーザ（使用者）が認
識し難い符号等で記述されている。例えば、無線通信規格としてのブルートゥース規格に
準拠した複数の機器がネットワークを形成する場合、接続認証を行う際の各無線端末の認
識にはブルートゥースアドレスが絶対識別情報として使用される。このブルートゥースア
ドレスを使用してペアリング（Paring)と称される接続認証が行われることにより各無線
通信端末が認識し合うようになっているが、このブルートゥースアドレスは、４８ビット
（LAP:24ビット、UAP：8ビット、NAP：16ビット）という長い符号で記述されている。
【０００４】
　ところで、通信システムの通信確立方法の一例が特許文献１に開示されている。この特
許文献１によれば、ある一の通信端末が相手通信端末から固有のアドレスを受け取り、新
たに通信ネットワークに加わることによりハンドシェイクを行っている。このとき、相手
の接続機器や通信端末の機器名等の情報を表示手段に表示しこの中から利用者が所望の機
器を選択指定するようにしている。尚、特許文献２には、通信グループ識別情報が異なる
通信端末を通信グループメンバーとして設定する構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－１４４７６７号公報（第６図）
【特許文献２】特開２００３－１４３１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えば、ブルートゥース通信規格に準拠した無線通信ネットワークにおいて接続認証を
確立するためには、通信対象端末のブルートゥースアドレスを相手の無線端末に設定する
必要があるが、ユーザ（使用者）がこの４８ビットのブルートゥースアドレスを個々の無
線端末に設定することは非常に面倒である。特に、ホストコンピュータと無線通信ネット
ワークにより接続され、表示用のＬＣＤ装置や操作ボタンを備えていないホストコンピュ
ータの周辺機器（入力や出力、データストレージ用の機器）などにおいては、前述した特
許文献１の技術を適用することができない。したがって、ユーザ（使用者）が通信対象端
末に絶対識別情報の設定を個々の無線端末に行う必要が生じてしまう。尚、たとえ通信対
象表示機能や通信対象を選択する機能があったとしても、使用者が絶対識別情報を認識す
る上では非常に覚えづらいものであり設定が困難である。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、使用者が当該無線端末
に対して通信対象の絶対識別情報を簡便に設定できるようになる通信システムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の発明によれば、次のように作用する。すなわち、第１および第２の無線
端末が所定の無線通信規格において各無線端末に固有に設定された絶対識別情報に基づい
て無線通信する場合に、第１の無線端末の記憶手段は、当該無線端末の製造者もしくは使
用者により局所ネットワーク内で任意に設定される局所識別情報，および自局を識別する
ために所定の無線通信規格において固有に設定された絶対識別情報を対応付けて記憶して
いる。このとき、第２の無線端末から通信対象端末を探査するための探査信号を第１の無
線端末に送信する。すると、第１の無線端末は、この探査信号を受信し、自局に付与され
記憶手段に記憶された局所識別情報および絶対識別情報を含む応答信号を第２の無線端末
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に送信する。第２の無線端末は、第１の無線端末により送信された応答信号を無線通信機
能により受信し、受信した応答信号に含まれる局所識別情報が妥当性を有するか否かを判
定し、妥当性を有していることが判定されたことを条件として、局所識別情報に対応した
絶対識別情報に基づいて絶対識別情報が送信された第１の無線端末に通信確立要求する。
【０００８】
　すなわち、製造者もしくは使用者が第１の無線端末に対して局所ネットワーク内で任意
に局所識別情報を設定するだけで、第２の無線端末は、第１の無線端末と通信確立するこ
とができるようになる。これにより使用者が第１の無線端末の絶対識別情報を第２の無線
端末に対して設定する必要がなくなり手間を必要としなくなる。
　また、局所識別情報が使用者により局所ネットワーク内に任意に設定できるものである
場合には、使用者が当該局所識別情報に判り易い文字列などを付すことにより使用者は当
該局所識別情報を認識しやすくなる。
【０００９】
　請求項５記載の発明によれば、第１および第２の無線端末の記憶手段には、製造者や使
用者等により局所ネットワーク内で任意に設定される局所識別情報や自局を識別するため
に無線通信規格で固有に設定された絶対識別情報が記憶されている。そして、第２の無線
端末は、通信対象端末を探査するための探査信号を送信し、第１の無線端末は、第２の無
線端末から探査信号を受信すると自局に付与され記憶手段に記憶された局所識別情報およ
び絶対識別情報を含む応答信号を第２の無線端末に送信する。
【００１０】
　すると、第２の無線端末は、第１の無線端末により送信された応答信号を無線通信機能
により受信し、記憶手段に記憶されている局所識別情報と受信した応答信号に含まれる局
所識別情報とを照合して比較することにより妥当性を有するか否かを判定し、妥当性を有
していることが判定されたことを条件として、当該局所識別情報に対応した絶対識別情報
に基づいて当該絶対識別情報が送信された第１の無線端末に対して通信確立要求する。こ
れにより使用者が第１および第２の無線端末の記憶手段に局所識別情報を設定するだけで
一の無線端末の絶対識別情報を他の無線端末に対して設定することができるため、絶対識
別情報を設定する手間を必要としなくなる。
【００１１】
　請求項１２記載の発明によれば、第２の無線端末の記憶手段には、製造者や使用者等に
より局所ネットワーク内で任意に設定される局所識別情報や自局を識別するために無線通
信規格で固有に設定された絶対識別情報が記憶されており、報知手段は記憶手段に記憶さ
れる局所識別情報を情報として報知する。そして、情報読取機能を有する第１の無線端末
が報知手段により報知された情報を読取った後、探査信号を送信する。第２の無線端末は
、第１の無線端末から探査信号を受信すると自局に付与され記憶手段に記憶された局所識
別情報および絶対識別情報を含む応答信号を第１の無線端末に送信する。
【００１２】
　すると、第１の無線端末は、第２の無線端末により送信された応答信号を無線通信機能
により受信し、情報読取機能により読取られた局所識別情報と受信した応答信号に含まれ
る局所識別情報とを照合して比較することにより妥当性を有するか否かを判定し、妥当性
を有していることが判定されたことを条件として、当該局所識別情報に対応した絶対識別
情報に基づいて当該絶対識別情報が送信された第２の無線端末に対して通信確立要求する
。これにより使用者が第１の無線端末の情報読取機能により第２の無線端末の局所識別情
報を情報読取機能により読取るだけで第２の無線端末の絶対識別情報を第１の無線端末に
対して設定することができるため、設定する手間を必要としなくなる。したがって、通信
対象表示機能や通信対象選択機能を備えていない無線端末がネットワークの一部（もしく
は全部）を構成したとしても第１の無線端末の通信対象となる第２の無線端末の絶対識別
情報を簡便に設定できるようになり、第１および第２の無線端末は通信できるようになる
。
【００１３】
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　また、局所識別情報が使用者により局所ネットワーク内に任意に設定できるものである
場合には、使用者が当該局所識別情報に判り易い文字列などを付すことにより使用者は当
該局所識別情報を認識しやすくなる。さらに、予め第１の無線端末に設けられた情報コー
ド読取機能により読取られる局所識別情報に基づいて通信確立するため、特別な機能を別
途必要とすることなく、第１の無線端末に通信対象の絶対識別情報を設定できるようにな
る。
【００１４】
　尚、第２の無線端末側で絶対識別情報を報知し、第１の無線端末側でこの絶対識別情報
を情報読取機能により読取るように構成することも想定できるが、絶対識別情報を報知す
るためには、予め無線通信規格上で第２の無線端末に固有に付されている絶対識別情報を
製造者が製造時に読出しライン工程において絶対識別情報を第２の無線端末に報知させる
必要がある。すなわち、製造者が絶対識別情報を製造工程上１対１管理しなければならな
くなるため間違えて出荷してしまう虞があり、製造上の利便性が損なわれ間違えて出荷さ
れた場合には正常に無線接続できなくなる可能性もある。
【００１５】
　請求項１２記載の発明によれば、製造者が製造時に局所識別情報を第２の無線端末に対
して局所ネットワーク内に任意に付す場合には、製造工程上１対１管理する必要がなくな
るため製造時に間違えて絶対識別情報を付してしまう虞がなくなり、例えば製造者が独自
に管理するための局所識別符号を製造工程の最終工程で付すことにより機能を達成するこ
とができるため、製造者の製造上の利便性を向上できるようになる。
【００１６】
　本発明において「局所ネットワーク」とは、ある無線通信規格で通信可能に構成される
大規模なネットワーク（例えばブルートゥース規格の場合、ブルートゥース規格の採用地
域を包含する全ネットワーク）よりも少なくとも小規模なネットワークのことを意味して
おり、好ましくは構内地域通信を行う場合に局所的に構成されるネットワークを意味して
いるものである。
【００１７】
　本発明において「局所識別情報」は、ユーザ（使用者）もしくは製造者等により局所ネ
ットワーク内で任意に設定される情報であるが、この情報は局所ネットワーク内の各無線
端末に固有に付与される情報であっても、各無線端末に共通に付与される情報であっても
良い。
　本発明において「局所識別情報が妥当性を有するか否かの判定」処理については、その
判定状態に応じて（１）絶対判定処理と、（２）比較判定処理（類似性の判定処理）とに
分類される。
【００１８】
　（１）絶対判定処理は、（１－１）局所識別情報の文字数が予め定められた所定の文字
数である（請求項２）、（１－２）ある所定文字数（特定位置）部分が特定の文字種であ
る（請求項３：例えばアルファベット，数字）、（１－３）所定の誤り検出訂正チェック
が正常終了する、（１－４）特定の製造者管理用の情報（例えば、製造型式情報や製造番
号情報（請求項１９））が含まれている（請求項４）、か否かという旨の少なくとも何れ
か一つの判定処理を行うことである。
【００１９】
　（２）比較判定処理は、無線端末に設けられた記憶手段に記憶される局所識別情報もし
くは情報読取機能により読取られた局所識別情報と、無線通信機能により受信した局所識
別情報とを照合することにより行われ、その具体例としては、（２－１）一方の局所識別
情報の一部（文字情報や符号情報）が他方の局所識別情報に含まれている（請求項６，請
求項１３）、（２－２）両局所識別情報の文字数が一致している（請求項７，請求項１４
）、（２－３）両局所識別情報の一部の文字種（例えばアルファベット、数字）とその文
字数が一致している（請求項８，請求項１５）、（２－４）両局所識別情報の一部の情報
が共通位置において同一である（請求項９，請求項１６）、（２－５）両局所識別情報の
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全ての情報が同一（一致）である（請求項１０，請求項１７）、（２－６）ある特定の製
造者管理用の情報（例えば、製造型式情報や製造番号情報（請求項１９））で且つ同一で
ある（請求項１１，請求項１８）、か否かという旨の少なくとも何れか一つの判定処理を
行うことを意味している。
【００２０】
　（１）絶対判定処理においては、ある特定の製造者管理用の情報が局所識別情報中に含
まれていれば局所識別情報中のどの位置に位置している場合であっても妥当性を有してい
ると判定しても良い。
　（２）比較判定処理においては、一方の局所識別情報の一部が他方の局所識別情報に含
まれていれば、同一の文字数でなくても良いし、同一の文字数において同一の位置とは異
なる他の位置に位置している場合であっても妥当性を有していると判定するようにしても
良い。また逆に両局所識別情報の文字数が一致していれば、局所識別情報の一部の情報が
他の局所識別情報に含まれていなくても妥当性を有していると判定するようにしても良い
。
【００２１】
　局所識別情報は、第２の無線端末の製造時に製造者により付与される製造銘板に明示さ
れていることが望ましい（請求項２０）。製造者が、製造ライン工程において都合の良い
ように第２の無線端末に局所識別情報を明示することができ、第２の無線端末に付与され
ている絶対識別情報を製造時に１対１で管理する必要がなくなり製造上の利便性を向上で
きるようになる。
【００２２】
　また、請求項２１記載の発明のように、第２の無線端末の報知手段が、バーコードや２
次元コード等の情報コードを表示するものであり、第１の無線端末が、情報読取機能によ
り情報コードを光学的に読取るように構成しても良い。
　さらに、請求項２２記載の発明のように、第２の無線端末の報知手段は、内部に情報を
記憶可能なＲＦＩＤタグにより構成され、第１の無線端末は、ＲＦＩＤタグに記憶された
情報を無線通信で情報読取機能により読取るように構成しても良い。
【００２３】
　請求項２３記載の発明によれば、第１および第２の無線端末の予備局所識別情報記憶手
段には、非常用モードやテストモード等の予備モードに設定するための当該第１および第
２の無線端末に共通設定された予備局所識別情報が記憶されており、この予備局所識別情
報を局所識別情報に代えて用いるため、非常用モードやテストモード等に設定された場合
には第１もしくは第２の無線端末がどのような状態に陥っても無線通信を維持することが
できるようになる。この場合、請求項２４記載の発明のように、第１もしくは第２の無線
端末の制御回路が、操作部により所定の操作が行われたことを条件として予備モードに設
定すると良い。
【００２４】
　また、請求項２５記載の発明によれば、第１もしくは第２の無線端末には、探査信号を
送信することなく探査信号を外部から受信する受信専用のモードが設けられているため、
例えば第１もしくは第２の無線端末が携帯端末であり２次電池により駆動されるような無
線端末である場合には、不必要な探査信号を送信することがなくなり、消費電力の低減効
果を奏する。この場合、請求項２６記載の発明のように、第１もしくは第２の無線端末の
制御回路が、操作部により所定の操作が行われたことを条件として受信専用モードに設定
すると良い。
【００２５】
　請求項２７記載の発明によれば、前述発明において第１の無線端末がＮに対して第２の
無線端末が１の比率で構成されるネットワークを有してなる局所ネットワークを備えた通
信システムである場合に、第２の無線端末は、優先順位設定機能により当該第２の無線端
末に対して無線通信を有効化するように登録された第１の無線端末に優先順位を設定し、
第２の無線端末は、登録された第１の無線端末から複数の応答信号を受信したときに、最
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も優先順位の高い第１の無線端末に対して通信確立要求するため、１台の第１の無線端末
との通信を集中して行うことができるようになる。
【００２６】
　請求項２８記載の発明によれば、第２の無線端末は、最も優先順位の高い第１の無線端
末に対して通信確立要求することにより通信が行われた後、この端末に対してさらに優先
順位の高い第１の無線端末から応答信号を受信した場合には、前回最も優先順位の高い第
１の無線端末との通信を遮断し、当該さらに優先順位の高い第１の無線端末に対して通信
確立要求するため、常に優先順位の高い第１の無線端末と通信を維持することができるよ
うになる。
【００２７】
　請求項２９記載の発明によれば、第２の無線端末は、第１の無線端末から送信されるデ
ータをホストコンピュータに有線通信により中継送信する機能を備えたものである場合に
、第２の無線端末は、第１の無線端末との間の文字コードによる無線通信、およびホスト
コンピュータとの間の文字コードによる有線通信のコード変換を行う変換機能を備えてい
るため、ホストコンピュータや第１の無線端末に特別な機能を必要とすることなく、文字
コードの変換を行うことができるようになる。この場合、請求項３０記載の発明のように
、無線通信および有線通信のコード変換のための符号変換テーブルに基づいてコード変換
することが望ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　（第１の実施形態）
　以下本発明を、情報コード読取通信システムに適用した第１の実施形態について図１な
いし図７を参照しながら説明する。図１は、情報コード読取通信システムの概略的な構成
を示している。
　この図１に示すように、情報コード読取通信システムＳは、ホストコンピュータＰと、
複数のスキャナ本体Ｂ（第１の無線端末に相当：携帯端末）と、１または複数の中継装置
Ａ（第２の無線端末に相当）とを備えて局所ネットワークＮを形成している。また、中継
装置Ａおよび複数のスキャナ本体Ｂは１対Ｎのネットワークを形成し局所ネットワークＮ
内に形成されている。
【００２９】
　ホストコンピュータＰと中継装置Ａとは、ＵＳＢ（UniversalSerialBus）ハブ等のハブ
Ｈを介して有線接続されており相互に有線通信可能に構成されている。また、複数のスキ
ャナ本体Ｂと中継装置Ａとは無線接続されており、相互に無線通信可能に構成されており
、スキャナ本体Ｂは中継装置Ａに載置可能に構成されている。尚、図１中、複数の中継装
置Ａや複数のスキャナ本体Ｂは、それぞれ同一構成であるため、同一符号を付して説明を
行うが、各機器固有の絶対識別情報や局所識別情報が内部のメモリ１０および３０（第１
または第２の無線端末の記憶手段：図２および図３参照）に記憶されているため、本発明
の説明の便宜上、複数の中継装置Ａやスキャナ本体Ｂを別体に説明しなければならない場
合には、中継装置Ａの符号として符号Ａ１～Ａ３、スキャナ本体Ｂの符号として符号Ｂ１
～Ｂ６を必要に応じて付して以下の説明を行う。
【００３０】
　図２は、スキャナ本体Ｂの電気的構成を概略的に示している。
　この図２において、スキャナ本体Ｂは、制御回路１１と、照明駆動回路１２と、例えば
ＬＥＤからなる照明部１３と、結像手段１４と、光電変換手段１５と、波形整形部１６と
、無線通信手段１７と、操作部１８と、記憶手段としてのメモリ１０と、例えばＬＥＤか
らなる表示部１９と、外部インタフェイス部２０と、充電制御回路２１と、電源回路２２
と、センサ駆動回路２３とを備えている。このスキャナ本体Ｂは、充電された二次電池２
４が組み込まれると電源回路２２によりスキャナ本体Ｂに構成された全電気的構成に電源
が供給されるようになっている。
【００３１】
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　操作部１８は、例えばトリガスイッチやファンクションスイッチにより１または複数の
操作スイッチにより構成されるもので、制御回路１１が操作部１８のトリガスイッチの１
回の押下信号を検出すると、制御回路１１は、照明駆動回路１２に駆動信号を与えること
により照射部１３に読取対象領域Ｚに対して照射させる。照射された光は、読取対象領域
Ｚに反射し結像手段１４に入射する。結像手段１４は、例えばレンズにより構成されてお
り、読取対象領域Ｚに表示されたバーコードやＱＲコード（図２（ｂ）および図２（ｃ）
参照)等の情報コードＪからの反射光を結像させて光電変換手段１５に与える。
【００３２】
　光電変換手段１５は、例えばＣＣＤセンサ等の受光素子により構成されており、与えら
れた光を光電変換し波形整形部１６に与える。さらに波形整形部１６は、光電変換された
アナログ信号を増幅しＡ／Ｄ変換しディジタル信号とし制御回路１１に与える。そして、
制御回路１１がＡ／Ｄ変換されたデータをメモリ１０に記憶させたり無線通信手段１７に
与える。このとき、制御回路１１は、表示部１９のＬＥＤを表示制御することにより読取
完了したことを外部に報知したり、無線通信手段１７を通じて通信完了したことを外部に
報知したりする。
【００３３】
　外部インタフェイス部２０に外部からケーブルが接続されると、制御回路１１が外部と
の有線通信が可能になり、近距離無線通信における通信対象端末（例えば中継装置Ａ１）
の局所識別情報やブルートゥースアドレスの情報を取得可能になる。
　表示部１９は、情報コードＪの読取状態を報知するための読取状態報知ランプや、電源
供給状態を報知するパワーランプや、近距離無線通信機能のアクティブ／非アクティブ状
態を報知するステータス表示ランプ等のＬＥＤからなるもので、通信対象を表示する機能
や通信対象を選択する機能は備えていない。
【００３４】
　メモリ１０は、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性メモリや、揮発性メモリが組み合
わされることにより構成されており、不揮発性メモリには、スキャナ本体Ｂ内の無線通信
手段１７に対して無線通信規格において固有に割り当てられた絶対識別情報が記憶されて
いる。本実施形態においては、ブルートゥース規格に準拠した無線通信を行う形態を説明
するが、本実施形態においてはこの絶対識別情報はブルートゥースアドレスを示すもので
ある。ブルートゥースアドレスは、４８ビット（LAP(Lower  Address Part):24ビット、U
AP(Upper Address Part):8ビット、NAP(Non-significant Address Part):16ビット）で規
定されており、このうちＬＡＰ部は、各企業が独自に規定することができる識別子であり
、ＵＡＰ部およびＮＡＰ部は、ＩＥＥＥ８０２で規定される企業毎に定められる識別子を
示している。これらの４８ビットの識別子は２進数表記もしくは１６進数表記される場合
が多く、製造者や使用者が一般的に認識しづらい。
【００３５】
　また、スキャナ本体Ｂのメモリ１０のうちの例えば不揮発性メモリには、製造者もしく
は使用者により局所ネットワークＮ内で固有に設定される局所識別情報が記憶されている
。本実施形態においては、この局所識別情報は、製造者が製造時などに管理しやすい製造
番号情報である実施形態を示すが、使用者が認識しやすい符号や記号が組み合わされた情
報であってもよい（例えば、「SCANNER」「HONTAI」等）。これらの絶対識別情報や局所
識別情報が対応付けられた状態でメモリ１０に不揮発的に記憶されている。
【００３６】
　無線通信手段１７は、ブルートゥース規格に準拠した近距離無線通信機能を達成するよ
うに構成されており、制御回路１１により所定の設定が行われ制御回路１１からデータが
与えられると当該データを近距離無線通信機能により中継装置Ａ側に送信するようになっ
ている。
　図１に示すように、複数個の中継装置Ａが局所ネットワークＮの一部を形成している場
合、複数個の中継装置Ａの電気的構成は同一構成である。これらの中継装置Ａは、ホスト
コンピュータＰとの間で有線通信すると共にスキャナ本体Ｂとの間でブルートゥース規格
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に準拠した近距離無線通信可能に構成されているものである。
【００３７】
　図３は、中継装置の電気的構成を概略的に示している。
　この図３に示すように、中継装置Ａは、制御回路３１，無線通信手段３２，通信インタ
フェース回路３３，メモリ３０，ＬＥＤからなる表示器３４，電源回路３５を備えて構成
されている。表示器３４は、ホストコンピュータＰ等からの電源供給状態を報知するパワ
ーランプや、近距離無線通信機能のアクティブ／非アクティブ状態を報知するステータス
表示ランプ等のＬＥＤからなるもので、通信対象を表示する機能や通信対象を選択する機
能は備えられていない。
【００３８】
　電源回路３５は、ホストコンピュータＰ側からハブＨを通じて電源供給されることによ
り供給用電源を生成し、中継装置Ａの全電気的構成に電源供給するようになっている。中
継装置Ａの制御回路３１は、通信インタフェース回路３３を通じてホストコンピュータＰ
との間で有線通信可能に構成されている。また、中継装置Ａの制御回路３１は、無線通信
手段３２を通じてスキャナ本体Ｂとの間でブルートゥース規格に準拠した近距離無線通信
可能に構成されているが、詳細については後述する。
【００３９】
　メモリ３０は、例えばフラッシュメモリによる不揮発性メモリや、揮発性メモリを有し
て構成されており、不揮発性メモリには、それぞれ自局を識別するために無線通信規格に
おいて固有に設定された絶対識別情報が記憶されている。この絶対識別情報は、各中継装
置Ａの通信インタフェース回路３３ごとに固有に割り当てられる情報であり、本実施形態
においてはブルートゥースアドレスに相当している（ブルートゥースアドレスについては
前述説明参照）。また、メモリ３０には、ユーザによりホストコンピュータＰから通信イ
ンタフェース回路３３を通じて設定入力された局所識別情報が記憶されている。本実施形
態においては局所識別情報は、製造者が製造時などに管理しやすい製造番号情報である実
施形態を示すが、その他製造者や使用者が認識しやすい符号や記号が組み合わされた情報
（例えば、「CHUUKEI」「SOUCHI」等）であっても良い。この局所識別情報としては、予
約語として規定されている情報以外の識別情報であれば製造者や使用者は何れの情報を付
与しても良い。この場合、使用者や製造者は、入力しやすく認識しやすくなるという効果
を奏する。
【００４０】
　スキャナ本体Ｂや中継装置Ａの局所識別情報は、局所ネットワークＮ内で各無線端末に
個々に付与された情報であり、これらは個別に異なっていても良いしグループ毎に同じ情
報が付与されていても良い。本実施形態においては個別に異なっている実施形態を示す。
　このようにしてスキャナ本体Ｂおよび中継装置Ａが構成されているが、これらのスキャ
ナ本体Ｂおよび中継装置Ａの制御回路１１および３１は、無線通信手段１７および３２を
通じてブルートゥース規格に準拠した近距離無線通信を可能としており、このとき例えば
最大約１０ｍの通信距離でデータ無線通信が可能になる。スキャナ本体Ｂおよび中継装置
Ａ間のデータ無線通信は文字情報（所定の文字コード）を含む情報によりデータ通信が行
われ、実際にはアスキーコードを送受信することによりデータ通信が行われる。
【００４１】
　また、図４（ａ）および図４（ｂ）は、中継装置Ａの外部（底面部）に貼付されている
表示銘板の一例を示している。図４（ｂ）に示すように、報知手段としても機能する製造
銘板としての表示銘板４０には、中継装置Ａの製造時に作成された会社の商号や中継装置
Ａの製品型式、製造番号（シリアルナンバー）などが明示されており、各製造会社が中継
装置Ａを製造するときに、中継装置Ａに個別の局所識別情報として付与されている。また
、表示銘板４０には、会社の商号や製造型式や製造番号に近接して情報コードＪ（ＱＲコ
ード等の二次元コードやバーコード等の一次元コード）が印刷されており、これらの情報
（特に製造型式情報や製造番号情報）が局所識別情報として情報コードＪの示す内容とし
て含まれている。中継装置Ａをスキャナ本体Ｂのメモリ１０に登録するときには、図４（
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ａ）に示すように、表示銘板４０に明示された情報コードＪを光学的に読取り、中継装置
Ａの局所識別情報をスキャナ本体Ｂ側に認識させる。尚、各中継装置Ａの通信インタフェ
ース回路３３には個別にブルートゥースアドレスが割り当てられているが、製品の型式や
製造番号はブルートゥースアドレスとは関連性のない識別情報として明示されている。
【００４２】
　上記構成の作用について、図５ないし図７をも参照しながら説明する。
　図５は、ある１のスキャナ本体および１の中継装置が通信確立するまでのシーケンス図
を示している。前述したように、各中継装置Ａの底面部には表示銘板４０が明示されてお
り、スキャナ本体Ｂ１に中継装置Ａ１を登録する場合には、スキャナ本体Ｂの情報コード
読取機能により表示銘板４０に明示された製品型式情報，製造番号情報（局所識別情報）
を含む情報コードＪを光学的に読取る（図５の（１））。例えば中継装置Ａ１の製造型式
が、例えば「１２３４５６７８９０」の十文字で明示されており、製造番号情報が、例え
ば「１２３４５６」の６文字で情報コードＪに情報として含まれている。
【００４３】
　そして、制御回路１１は、製造型式情報を一意的に変換し製造番号情報と結合する（図
５の（２））。例えば、「１２３４５６７８９０」の製造型式で明示されたものについて
「ＧＴ１０ＢＳ」として規則的に規定されている場合、制御回路１１は、「１２３４５６
７８９０」の書式を「ＧＴ１０ＢＳ」に置き換え、製造番号情報「１２３４５６」と結合
する。すなわち、制御回路１１は、「ＧＴ１０ＢＳ１２３４５６」として製造型式情報と
製造番号情報とを結合して通信対象端末（中継装置Ａ１）の局所識別情報としてメモリ１
１０に記憶させる（図５の（３））。尚、書式の変換処理については必要に応じて設けれ
ばよい。
【００４４】
　そして、スキャナ本体Ｂ１の制御回路１１は、当該スキャナ本体Ｂ１端末（自局）に付
与されたブルートゥースアドレスと共に、無線通信手段１７により通信対象端末を探査す
るための探査信号を送信する。この探査信号は、中継装置Ａ１や他のスキャナ本体Ｂ２お
よびＢ３により無線通信手段１７および３２を通じて受信されるが、各無線端末Ａ１，Ｂ
２およびＢ３の制御回路１１および３１は探査信号を受信すると、それぞれ、各メモリ１
０，３０に記憶された製品型式情報および製造番号情報（局所識別情報）とブルートゥー
スアドレスとを読出し、応答信号としてスキャナ本体Ｂ１に対して送信する（図５の（６
））。
【００４５】
　このとき、スキャナ本体Ｂ２およびＢ３は、当該スキャナ本体Ｂ２およびＢ３に付与さ
れている局所識別情報（製品型式情報や製造番号情報）として「ＨＣ３６ＢＳ１２３４５
６」、「ＨＣ５６ＢＬ１２３４５６」という情報を応答信号としてスキャナ本体Ｂ１に送
信する。スキャナ本体Ｂ２およびＢ３の局所識別情報は、スキャナ本体Ｂ１のメモリ１０
に記憶（登録）されていないため、局所識別情報を含む応答信号が送信されたとしても、
スキャナ本体Ｂ１の制御回路１１は、メモリ１０に記憶されている局所識別情報との妥当
性の判定により妥当性を有していないと判定されると、この局所識別情報を受け付けない
（図５の（７）：ＮＧ）。このとき、スキャナ本体Ｂ１は、再度探査信号を送信するよう
になり図５の（４）から処理が繰り返される。
【００４６】
　しかし、図５の（６）において、スキャナ本体Ｂ１は、中継装置Ａ１から当該中継装置
Ａ１に付与されている局所識別情報として「ＧＴ１０ＢＳ１２３４５６」という応答信号
を受信すると、この局所識別情報が妥当性を有しているか否かを判定する。
　＜妥当性の判定について＞
　ここでスキャナ本体Ｂ１～Ｂ６（中継装置Ａ１～Ａ３）の制御回路１１または３１が行
う妥当性の判定処理について図６および図７を参照しながら説明する。妥当性の判定処理
については、（１）絶対判定処理と、（２）比較判定処理（類似性の判定処理）とに分類
される。
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【００４７】
　（１）絶対判定処理について
　絶対判定処理は、自局の局所識別情報がどのような情報であろうと無線通信により送信
された局所識別情報が予め定められたある規定（書式等）を満たしているか否かを判定処
理するものであり、例えば具体的には、図６に示すようなフローチャートにより判定処理
が行われるものである。すなわち、妥当性の判定ステップとして、無線通信により送信さ
れた局所識別情報の文字数が予め定められた所定数である（ステップＳ１）、無線通信に
より送信された局所識別情報の最初の所定文字が所定の文字種である、具体的には、最初
の所定文字がアルファベットで残りの文字が数字である（ステップＳ２）、誤り訂正（誤
り検出）が正常に成功する（ステップＳ３）、であることをすべて満たした場合に妥当性
を有していると判定し（ステップＳ４のＯＫ）、ステップＳ１～Ｓ３のいずれか１つでも
満たしていない場合に妥当性を有していないと判定する（ステップＳ５のＮＧ）ものであ
る。
【００４８】
　すなわち、図６（ｂ）に示すように、ステップＳ１の判定条件として文字数９文字、ス
テップＳ２の判定条件としてアルファベットの最初の所定文字を２文字とし、ステップＳ
３の誤り訂正処理が必ず成功すると仮定した場合、例えば局所識別情報が「ＤＥ１０００
０００」の場合「ＯＫ（妥当性を有している）」、局所識別情報が「ＢＡ１０２３４５６
」の場合「ＯＫ」、局所識別情報が「ＤＥ０００」の場合「ＮＧ」、局所識別情報が「０
００００００ＤＥ」の場合、「ＮＧ（妥当性を有していない）」、局所識別情報が「ＡＤ
ＡＰＴＥＲ００」の場合、「ＮＧ」と判定される。その他にも、特定の製造者管理用の情
報（例えば、特定の製造型式情報「ＧＴ１０ＢＳ」や特定の製造番号情報「１２３４５６
」）が含まれているか否かという判定条件を加えても良いし、この判定条件をステップＳ
１～Ｓ３に代えて行うようにしても良い。
【００４９】
　（２）比較判定処理（類似性の判定処理）
　比較判定処理は、無線通信により送信された局所識別情報が、自局に予め記憶登録され
ている局所識別情報（メモリ１０もしくは３０に記憶されている局所識別情報）やスキャ
ナ本体Ｂの情報読取機能により読取られた局所識別情報と照合し比較した場合に、ある所
定の規則を有しているか否かを判定する処理を示すもので、例えば具体的には、図７に示
すような判定処理を行うものである。
【００５０】
　すなわち、比較判定処理として、無線通信により送信された局所識別情報の文字数が自
局の局所識別情報の文字数に一致している（ステップＴ１）、無線通信により送信された
局所識別情報に含まれている特定の文字種（例えばアルファベット）の文字数が自局の局
所識別情報の文字種の文字数と一致している（ステップＴ２）、無線通信により送信され
た局所識別情報が自局の局所識別情報に含まれている特定の文字種の情報（例えばアルフ
ァベット）が同じ文字列として一致している（ステップＴ３）、という判定ステップをす
べて満たしている場合に妥当性を有している（ステップＴ４のＯＫ）と判定し、いずれか
１つでも満たしていない場合には妥当性を有していないと判定する（ステップＴ５のＮＧ
）。
【００５１】
　すなわち、図７（ｂ）に示すように、例えば自局の局所識別情報を「ＤＥ１０１２３４
５」と仮定した場合には、局所識別情報が９文字でかつアルファベットの文字数２文字で
且つアルファベットの文字列「ＤＥ」が含まれている局所識別情報「ＤＥ１００００００
」や「０００００００ＤＥ」は、「ＯＫ」判定される。また、たとえアルファベットの文
字列が含まれていたとしても局所識別情報が９文字でない場合（例えば「ＤＥ０００」）
や、たとえ局所識別情報が９文字であったとしてもアルファベットの文字長の文字数が一
致しない場合（例えば「ＡＤＡＰＴＥＲ００」）や、アルファベットの文字列が同一でな
い場合（例えば「ＢＡ１０２３４５６」）には、「ＮＧ」判定される。
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【００５２】
　この例以外にも、局所識別情報の一部の情報が文字数の共通位置（例えば最初の２文字
）において同一である、両局所識別情報のすべての情報が同一である、ことを判定条件と
して付け加えたり、ステップＴ１～Ｔ３に代えて条件としても良い。
　このようにして、（１）絶対判定や（２）比較判定により妥当性の判定が行われる。こ
れらの絶対判定や比較判定は少なくともいずれか一方の判定処理を行うことにより妥当性
の判定を行うことができるようになる。
【００５３】
　図５の（７）において、スキャナ本体Ｂ１は、中継装置Ａ１から当該中継装置Ａ１に付
与されている局所識別情報として「ＧＴ１０ＢＳ１２３４５６」という応答信号を受信し
た場合に、図６および／または図７に示す条件を満たしていると判定すると、妥当性を有
していると判定し、この局所識別情報を受付ける（図５の（７）：ＯＫ）。逆に妥当性を
有していないと判定した場合には、スキャナ本体Ｂ１の制御回路１１は、メモリ１０の不
揮発性記憶領域からこの局所識別情報やブルートゥースアドレスを消去し、再度探査信号
を送信する（図５の（７）：ＮＧ）。スキャナ本体Ｂ１の制御回路１１は、当該局所識別
情報に対応して送信されたブルートゥースアドレス（絶対識別情報：例えば「ＢＢＢＸＹ
Ｙ」：Ｂ，Ｘ，Ｙは８ビットの識別符号を示している）を通信対象端末のブルートゥース
アドレスとして送信先に設定すると共に、送信元アドレスとして自局のブルートゥースア
ドレスを設定し、通信確立要求する（図５の（８））。
【００５４】
　すると、中継装置Ａ１の制御回路３１は、この通信確立要求を受付け、この通信確立要
求に対する応答をスキャナ本体Ｂ１に対して送信する（図５の（９））ことにより、通信
を開始することになる（図５の（１０））。
　以上説明したように本実施形態によれば、スキャナ本体Ｂは、情報コードＪを光学的に
読取る情報コード読取機能およびブルートゥース規格に準拠した近距離無線通信機能を備
え、中継装置Ａは、スキャナ本体Ｂとの間で近距離無線通信機能により通信する機能を備
え、ホストコンピュータＰは、スキャナ本体Ｂの情報コード読取機能により読取られた情
報コードＪのデータを中継装置Ａを通じて近距離無線通信機能および有線通信機能により
受信するように構成されている情報コード読取通信システムにおいて、メモリ１０，３０
には製品型式情報や製造番号情報がブルートゥースアドレスに対応付けられた状態で記憶
されていると共に、製品型式情報や製造番号情報が表示銘板４０に情報コードＪに含まれ
る情報として明示（報知）されており、この表示銘板４０により表示された情報コードＪ
がスキャナ本体Ｂ１の情報コード読取機能により読取られた後、スキャナ本体Ｂ１が通信
対象端末（中継装置Ａ１）を探査するための探査信号を送信した場合に、中継装置Ａ１，
スキャナ本体Ｂ２およびＢ３は、メモリ１０または３０に記憶された製品型式情報および
製造番号情報からなる局所識別情報およびブルートゥースアドレスを読出し、応答信号と
してスキャナ本体Ｂ１に送信し、スキャナ本体Ｂ１は、情報コード読取機能により読取ら
れた局所識別情報もしくはメモリ１０に記憶された自局の局所識別情報（製品型式情報、
製造番号情報）と、応答信号に含まれる局所識別情報とを照合し妥当性を有していること
を条件として、局所識別情報に対応したブルートゥースアドレスを送信先アドレスとして
設定してペアリング（通信確立要求後、その要求に対する応答）が行われた場合に通信開
始するため、スキャナ本体Ｂが通信対象表示機能や通信対象選択機能を備えていなかった
としても、使用者がスキャナ本体Ｂに情報コード読取機能によりスキャナ本体Ｂに対して
通信対象の絶対識別情報を簡便に設定できるようになり、利便性を向上できる。
【００５５】
　また、例えば局所識別情報が使用者により局所ネットワークＮ内に任意に設定できるよ
うになっているものである場合には、使用者が当該局所識別情報に判別しやすい文字列な
どを付すことにより使用者は認識しやすくなる。
　また、中継装置Ａの製造者が製造時に表示銘板４０に特定の製造者管理用の情報（製造
型式情報や製造番号情報）を情報コードＪに含むように付している場合には、この製造型
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式情報や製造番号情報を局所識別情報として使用することができ、製造工程上でブルート
ゥースアドレスを表示銘板４０に付す必要がない。すなわち、製造者側では、製造工程に
おいて１対１でブルートゥースアドレスを管理する必要がなくなり、製造上の利便性を向
上できるようになる。
【００５６】
　（第２の実施形態）
　図８は、本発明の第２の実施形態を示すものであり、第１の実施形態と異なるところは
、前述実施形態で説明を行った通常モード以外において故障時や非常時に非常用モードや
テストモード等に設定するための予備局所識別情報を使用して通信確立するところにある
。また、スキャナ本体Ｂに受信専用モードを設けたところにある。第１の実施形態と同一
部分については同一符号を付して以下異なる部分についてのみ説明する。
【００５７】
　予備局所識別情報記憶手段として機能するメモリ１０および３０には、予備局所識別情
報が記憶されている。この予備局所識別情報は、特定の条件下において一時的に使用され
る情報であり、特に故障時や故障診断時や非常時に非常用モードやテストモード等の予備
モードに設定された場合等に通信確立時に前述実施形態で説明を行った局所識別情報に代
えて使用される情報を示しており、局所ネットワークＮを構成する全ての中継装置Ａ１～
Ａ３や全てのスキャナ本体Ｂ１～Ｂ６に共通設定され、メモリ１０および３０の中でも不
揮発性記憶領域に記憶される情報である。尚、この予備局所識別情報は、予備モード以外
の通常モード時にも一致するか否かを判定する場合の照合対象とされるものであっても良
い。本実施形態においては、スキャナ本体Ｂ１～Ｂ６や中継装置Ａ１～Ａ３に対して予備
識別情報として情報「ＷＣ」が設定されていると仮定して説明を行う。
【００５８】
　また、スキャナ本体Ｂには、受信専用モードが設けられている。この受信専用モードで
は、探査信号を受け付けたときのみ本来の局所識別情報もしくは予備局所識別情報とブル
ートゥースアドレスをメモリ１０から読出し、応答信号として返信するようになっており
、この受信専用モードは探査信号を送信することがない探査信号の受信専用のモードであ
る。本実施形態においては、スキャナ本体Ｂが受信専用のモードに設定された状態におい
て、中継装置Ａ側から探査信号が送信された場合について説明する。
【００５９】
　図８は、中継装置Ａとスキャナ本体Ｂとの間で通信確立するまでのシーケンス図を示し
ている。
　この図８に示すように、第１の実施形態と同様にスキャナ本体Ｂ１側では、中継装置Ａ
１の表示銘板４０に明示された製品型式情報、製造番号情報を含む情報コードＪを読取り
、製造型式情報を一意的に変換し製造番号情報と結合し、さらに通信対象の無線端末の局
所識別情報としてメモリ１０に記憶させる（図８の（１）～（３））。
【００６０】
　一方、中継装置Ａ１側には、ホストコンピュータＰから通信対象となる情報が送信され
る。具体的には、通信対象となるスキャナ本体Ｂ１の局所識別情報およびブルートゥース
アドレスが送信される（図８の（４））。
　この後ユーザが、スキャナ本体Ｂ１の操作部１８を所定操作することにより受信専用モ
ード（受信待ち状態）に設定する（図８の（５））。このときスキャナ本体Ｂ１からは探
査信号を送信することなく待機状態となる。
【００６１】
　このとき、例えばスキャン本体Ｂ１が何らかの影響により故障し、メモリ１０に記憶さ
れた局所識別情報（製造番号情報や製品型式情報）の情報が変化したことを想定する（図
８の（６））。例えば、本来の局所識別情報が「ＤＥＮ１２２２２２２」であり、故障し
た後にメモリ１０に記憶されている局所識別情報が「ＤＥＮ１０１２２２２」に変化した
ことを想定する。
【００６２】
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　すると、中継装置Ａ１の制御回路３１から探査信号が送信されたときに、スキャナ本体
Ｂ１の制御回路１１が局所識別情報とブルートゥースアドレスをメモリ１０から読出し対
応付けて応答信号として中継装置Ａ１に送信する。このとき、中継装置Ａ１側では、応答
信号に含まれる局所識別情報が妥当性を有している場合にはブルートゥースアドレスを送
信先アドレスに設定してスキャナ本体Ｂ１に対して通信確立要求するが（図８の（８）：
ＯＫ）、本実施形態の場合、スキャナ本体Ｂ１に記憶されている局所識別情報が故障の影
響により変化しているため、中継装置Ａ１側では照合しても局所識別情報「ＤＥＮ１２２
２２２２」もしくは予備局所識別情報「ＷＣ」とは妥当性を有することなくＮＧと判定し
（図８の（８）：ＮＧ）、再度探査信号を送信するようになる。
【００６３】
　このときスキャナ本体Ｂ１側では、通信確立が成功しない場合には、通信確立時にスキ
ャナ本体Ｂ１の表示部１９にこの通信確立されることを意味する表示制御が制御回路１１
によりなされることがない。したがって、使用者は、スキャナ本体Ｂ１もしくは中継装置
Ａ１に故障が生じていることを認識し、ユーザが操作部１８を所定操作（例えば、操作ス
イッチを長押し、もしくは複数の操作スイッチを同時押下）する事により予備モードに設
定する。
【００６４】
　制御回路１１は、操作部１８の所定操作を受け付けると予備モードに設定し、予備局所
識別情報を局所識別情報に代えて使用する（図８の（１０））。すなわち、スキャナ本体
Ｂ１の制御回路１１は、中継装置Ａ１から探査信号を受け付けると、予備局所識別情報「
ＷＣ」とブルートゥースアドレスを読出し、応答信号として中継装置Ａ１に送信する（図
８の（１１））。
【００６５】
　すると、中継装置Ａ１の制御回路３１は、この応答信号がメモリ３０に記憶されている
局所識別情報「ＤＥＮ１２２２２２２」もしくは予備局所識別情報「ＷＣ」と照合し妥当
性を有しているか否かを判定し、この判定条件を満たした場合に、中継装置Ａ１側から通
信確立要求するようになる（図８の（１２））。スキャナ本体Ｂ１がこの通信確立要求に
応答するようになると、通信開始するようになる。（図８の（１３））。
【００６６】
　すなわち、このような実施形態によれば、中継装置Ａ１～Ａ３およびスキャナ本体Ｂ１
～Ｂ６には、予備局所識別情報「ＷＣ」が予備モードに設定するために共通登録されてお
り、スキャナ本体Ｂ１が予備モードに設定された場合に探査信号を受け付けると、この予
備局所識別情報とブルートゥースアドレスとを対応付けて中継装置Ａ１に送信するように
なっているため、たとえスキャナ本体Ｂ１に故障が生じたとしても予備モードで通信確立
することができ、メモリ１０に記憶されている局所識別情報に何らかの影響が生じ情報変
化を生じたとしても中継装置Ａ１に対して特別に再設定を行う必要なく通信確立を維持で
きるようになる。
【００６７】
　また、スキャナ本体Ｂには、受信専用モードが設けられており、この受信専用モードに
固定設定された状態では、探査信号を送信することなく外部から探査信号を受け付けたと
きのみ本来の局所識別情報もしくは予備局所識別情報とブルートゥースアドレスをメモリ
１０から読出し、応答信号として返信するようになっているため、スキャナ本体Ｂから不
必要に探査信号を送信することがなくなり内蔵された二次電池２４の電力消費を低減する
ことができる。
【００６８】
　（第３の実施形態）
　図９および図１０は、本発明の第３の実施形態を示すものであり、前述実施形態と異な
るところは、中継装置Ａがスキャナ本体Ｂ１～Ｂ３のうちのどの無線端末と通信するかを
優先順位に応じて行うところにある。前述実施形態と同一部分については同一符号を付し
て以下異なる部分について説明を行う。
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【００６９】
　まず、中継装置Ａ１の制御回路３１は、スキャナ本体Ｂ１～Ｂ３が順次中継装置Ａ１に
対して無線通信を有効化するように登録されると、当該スキャナ本体Ｂ１～Ｂ３をメモリ
３０に登録記憶させることにより優先順位を設定する（図９の（１））。
　図９に示すように、スキャナ本体Ｂ１の局所識別情報「ＤＥＮ００１」およびブルート
ゥースアドレス「ＢＢＢＸＹＹ」、スキャナ本体Ｂ２の局所識別情報「ＤＥＮ００２」お
よびブルートゥースアドレス「ＣＣＣＸＹＹ」、スキャナ本体Ｂ３の局所識別情報「ＤＥ
Ｎ００３」およびブルートゥースアドレス「ＡＡＡＸＹＹ」として、中継装置Ａ１に登録
される場合、これらのスキャナ本体Ｂ１～Ｂ３が中継装置Ａ１に登録されるたびに、制御
回路３１は、メモリ３０に記憶されている優先順位設定テーブルにスキャナ本体Ｂ１～Ｂ
３の情報を付け加える。
【００７０】
　図１０は、メモリに記憶される優先順位設定テーブルの内容の一例を示している。
　図１０に示すように、制御回路３１は、ブルートゥースアドレス「ＡＡＡＸＹＹ」「Ｂ
ＢＢＸＹＹ」（絶対識別情報）によりメモリ３０に優先順位を設定するか、もしくは、局
所識別情報「ＤＥＮ００２」によりメモリ３０に設定する。すなわち、中継装置Ａ１に登
録されているスキャナ本体Ｂ１～Ｂ３の情報であれば、絶対識別情報および局所識別情報
の何れか少なくとも一方の情報をメモリ３０に記憶させて登録すれば良い。
【００７１】
　中継装置Ａ１が優先順位を設定した後、例えば中継装置Ａ１から探査信号を送信した場
合に、中継装置Ａ１が、スキャナ本体Ｂ１およびＢ２から局所識別情報とブルートゥース
アドレスが応答信号として送信された場合（図９の（２））、これらの局所識別情報が登
録されている通信対象の局所識別情報であるか否かについて妥当性の判定を行い（図９の
（３））、判定条件を満たしている場合に、優先順位の最も高いスキャナ本体と通信準備
（送信先アドレス等の設定）を行うと共に（図９の（４））、通信確立要求および応答確
認を行い（図９の（５））、通信が開始される（図９の（６））。
【００７２】
　この場合、中継装置Ａ１の制御回路３１は、スキャナ本体Ｂ１のブルートゥースアドレ
ス「ＢＢＢＸＹＹ」の優先順位とスキャナ本体Ｂ２の局所識別情報「ＤＥＮ００２」の優
先順位とを比較し、優先順位の高いスキャナ本体Ｂ１に対して通信確立要求を行うことに
なる。
　その後、中継装置Ａ１が再度探査信号を送信したとき、この探査信号がスキャナ本体Ｂ
１～Ｂ３に対して到達した場合、各スキャナ本体Ｂ１～Ｂ３は、応答信号を中継装置Ａ１
に送信するが（図９の（７））、中継装置Ａ１は、この応答信号を受信しこの応答信号に
含まれる局所識別情報が登録されている通信対象の局所識別情報であるか否かを照合する
ことにより妥当性が有るか否かを判定し（図９の（８））、妥当性がない場合には終了す
る（図９の（８）：ＮＧ）が、妥当性が有る場合には（図９の（８）：ＯＫ）、新たに優
先順位の最も高いスキャナ本体が何れの端末であるかを判定し、最も優先順位の高いスキ
ャナ本体Ｂ３が新たに検出されると、スキャナ本体Ｂ１との通信を遮断すると共にスキャ
ナ本体Ｂ３と通信準備を行い（図９の（９））、通信確立要求して応答されたときに（図
９の（１０））、通信処理を行う（図９の（１１））。
【００７３】
　このような実施形態によれば、中継装置Ａ１がスキャナ本体Ｂ１と通信しているときに
、スキャナ本体Ｂ３が中継装置Ａ１の通信範囲（無線伝播範囲）に入ってきたときに、中
継装置Ａ１が応答信号を受信すると、優先順位の低いスキャナ本体Ｂ１との通信を遮断す
ると共に、優先順位の最も高いスキャナ本体Ｂ３と通信を開始するように切り替えるため
、前述実施形態と略同様の作用効果を有すると共に、常に優先順位の高い無線端末間の通
信が可能になり、迅速な通信切替の対応が可能になる。
【００７４】
　（第４の実施形態）
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　図１１は、本発明の第４の実施形態の説明を示すもので、その特徴部分は、中継装置Ａ
およびスキャナ本体Ｂ間の文字コードと中継装置ＡおよびホストコンピュータＰ間の文字
コードをコード変換する変換機能を中継装置Ａに設けたところにある。
　図示しないが、中継装置Ａのメモリ３０には、符号変換テーブルが記憶されており、こ
の符号変換テーブルに基づいて文字コードを例えば以下に示すように相互変換する。すな
わち、図１１（ａ）に示すように、中継装置Ａおよびスキャナ本体Ｂの間および中継装置
ＡおよびホストコンピュータＰ間において、文字コードとしてアスキーコードにより通信
が行われている場合に、中継装置Ａの制御回路３１は、例えばアスキーコード「ＣＲ」（
＆Ｈ１３）をアスキーコード「ＥＴＸ」（＆Ｈ０３）に相互変換する。
【００７５】
　また、図１１（ｂ）に示すように、中継装置Ａおよびスキャナ本体Ｂ間では、文字コー
ドとしてアスキーコードにより通信が行われており、中継装置Ａおよびホストコンピュー
タＰ間では、特殊なキー入力コードにより通信が行われている場合に、中継装置Ａの制御
回路３１は、例えばアスキーコード「ＣＲ」（＆Ｈ１３）をキー入力コード「ＥＮＴＥＲ
」に変換する。
【００７６】
　したがって、中継装置Ａが文字コードを変換するため、ホストコンピュータＰやスキャ
ナ本体Ｂに特別な機能を必要とすることなく変換することができるようになり、利便性が
向上する。
　（他の実施形態）
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に示すような変形も
しくは拡張が可能である。
【００７７】
　スキャナ本体Ｂの情報読取機能により情報コードＪを読取る情報コード読取通信システ
ムに適用した実施形態を示したが、これは、ＲＦＩＤ（Radio Frequency  Identificatio
n)タグに記憶された情報を無線通信により読取るＲＦＩＤタグ読取通信システムに適用し
ても良い。すなわち、中継装置Ａの内部に情報を記憶可能なＲＦＩＤタグが内蔵されてお
り、このＲＦＩＤタグに局部識別情報やブルートゥースアドレス等の絶対識別情報を記憶
させるように構成し、このＲＦＩＤタグに記憶された情報を外部から読取るように構成し
ても良い。
【００７８】
　情報コード読取機能をスキャナ本体（第１の無線端末）に設けた実施形態を示したが、
情報コード読取機能は必要に応じて設ければ良い。
　図７に示すフローチャートにおいて、スキャナ本体Ｂ側で妥当性を判定する場合には、
情報コードＪを読取りその情報コードＪに情報として含まれる局所識別情報（製造型式情
報や製造番号情報）と、無線通信により受信した局所識別情報とを照合して妥当性を判定
するようにしても良い。
【００７９】
　第１の無線端末としてスキャナ本体Ｂ、第２の無線端末として中継装置Ａに適用した実
施形態を示しているが、必要に応じてこれらを相互に変更して適用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す通信システムの概略的な構成図
【図２】スキャナ本体の電気的構成図
【図３】中継装置の電気的構成図
【図４】（ａ）中継装置の裏面に貼付されている製造銘板の読取形態を示す図、（ｂ）製
造銘板の拡大図
【図５】通信状態を示すシーケンス図
【図６】（ａ）妥当性の判定を示すフローチャート（その１）、（ｂ）条件と結果の一例
を示す図
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【図７】（ａ）妥当性の判定を示すフローチャート（その２）、（ｂ）条件と結果の一例
を示す図
【図８】本発明の第２の実施形態を示す図５相当図
【図９】本発明の第３の実施形態を示す図５相当図
【図１０】優先順位設定テーブルの一例を示す図
【図１１】本発明の第４の実施形態を示すコード変換の説明図
【符号の説明】
【００８１】
　図面中、１０はメモリ（記憶手段）、１１は制御回路、３０はメモリ（記憶手段）、３
１は制御回路、４０は表示銘板（製造銘板）、Ｊは情報コード、Ｓは通信システム、Ａは
中継装置（第２の無線端末）、Ｂはスキャナ本体（第１の無線端末）、Ｎは局所ネットワ
ークである。

【図１】 【図２】
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